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特定非営利活動法人チャイル ド・ファンド・ジャパン

理 事 監 事 顧 問 等 規 程

(目 的)

第 1条

この規程は、特定非営利活動法人チャイル ド・ファン ド・ジャパン (以下 「法人」とい

う)定款に基づき、理事、監事および顧間の報酬ならびに費用、旅費、慶弔見舞金、退

任慰労に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬 )

第 2条

理事、監事および顧間は、無報酬 とする。

(交通費の支給)

第 3条

理事、監事および顧間が理事会および理事長主催会議等に出席する場合には 都度 2,000

円を現金により支給する。

2前項にかかわらず、遠方に所在する理事、監事および顧間が理事会および理事長主催

会議等に出席する場合には、交通実費および宿泊実費を支給できるものとする。

(旅費)

第 4条

理事、監事および顧間が理事長または副理事長の委嘱により職務のため出張をしたとき

には、法人の旅費規程に基づき、旅費を支給する。

(慶弔見舞金 )

第 5条

理事、監事および顧間の慶弔見舞に関 しては、以下の基準で支給する。

事白            金額

結婚祝金   本人の結婚         30,000円
弔慰金    本人の死亡          100,000円

配偶者の死亡        30,000円
父母子女の死亡       20,000円

弔慰金を支給するとともに弔電及び 2万円相当の供花を行 う。

傷病見舞金  本人が 1か月以上の入院    10,000円
事情により見舞品の支給に代える。
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(退任慰労)

第 6条

理事、監事および顧間の退任にあたって、退任慰労金は支給 しない。ただし、理事会が

法人に対する功労が大なると判断した場合、理事長の決定により支給することがある。

(改廃 )

第 7条

この規程の改廃は、総会の決議を経て行 う。

(補則)

第 8条

この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(付 則 )

1 こα)規程は、 2015年 4月 1日 から施行する。

2 この規程は、2015年 6月 10日 総会において承認 された。

3 2018年 10月 12日  改定

９
型



特定非営利活動法人チャイル ド・ファンド・ジャパン

職員給与規程

第 1条  (目  的)

この規程は、特定非営利活動法人チャイル ド・ファン ド・ジャパン (以下、本団体という。)

の職員就業規則、契約職員就業規則、嘱託職員就業規則および国際職員就業規則に基づき、

職員の給与に関する事項を定めたものである。

第 2条  (適用範囲)

この職員給与規程は、正職員、契約職員、および嘱託職員に適用する。ただし、別に定めのあ

る場合にはこの限りでない。

第 3条  (給与の構成)

給与の構成は以下のとお りとする。

給与 基礎賃金

職能給

役割給

超過勤務手 割増手当 時間外勤務手当

深夜勤務手当

休 日勤務手当

インセンティブ手当

その他 扶養手当

住宅手当

通勤手当

その他手当

第4条

2,

(給与計算期間 。支払日)

給与は、毎月 1日 に起算し末日を締切 りとした期間 (以下、「給与計算期間」という。)につい

て計算し、翌月 20日 に支払 う。ただし、当該支払日が休日の場合はその前日に支払うものとす

る。

前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合であって、職員 (職員が死亡

したときはその遺族)の請求があったときは、給与支払日の前であっても既往の労働に対する

給与を支払うものとする。

① 職員またはその収入によって生計を維持する者が結婚、出産し、疾病にかかり、

災害を受け、または死亡したとき。

② その他やむを得ない事情があると、本団体が認めたとき。
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第 5条  (給与の支払方法)

給与は通貨で直接職員にその全額を支払う。

2,前項の規定にかかわらず、職員の同意を得た場合は、本人が指定する金融機関の日座への振り

込みにより給与を支給する。また、以下の各号に掲げるものについては給与を支払うときに控

除する。

① 源泉所得税

② 住民税 (市町村民税および都道府県民税)

③ 雇用保険料

④ 健康保険料 (介護保険料を含む)

⑤ 厚生年金保険料

⑥ その他必要と認められるもので職員代表と協定した物

第 6条

2,

3,

4,

5,

(給与の控除)

遅刻、早退または欠勤により、所定労働時間の全部または一部を休業した場合は、その体業し

た時間に応 じて基準給およびインセンティブ手当の日額あるいは時間額は減額する。そのうち、

欠勤に関しては通勤手当についても対象とする。

育児時間、育児短時間勤務、介護短時間勤務により所定労働時間の全部または一部を休業した

場合、基準給およびインセンティブ手当について、その体業 した時間に応 じ按分 した額とする。

育児・介護休業法に基づく育児・介護休業および看護休業の期間、母性健康管理のための休暇、

および本規則に定める特別休暇のうち産前産後の休業期間、生理日の休暇の期間は、無給とす

る。

休職期間中は、給与を支給 しない。ただし、本団体が特に必要と認めた場合は支給することが

ある。

休職などにより給与の支給がない場合、社会保険料等の職員負担分は、本団体が立替えて納付

した額を職員に請求するものとする。

第 7条  (中途入職・中途退職の給与計算)

給与計算期間の中途に入職または退職した者に対する当該計算期間における給与は、日割り計

算で支給するものとする。

第 8条  (休業中の給与)

本団体の都合により職員を休業させる場合には、休業 1日 につき平均賃金の 100分の 60に相

当する休業手当を支給する。

第 9条  (日 額 0時間額の計算)

この規程において、給与の日額および時間額を用いる際は、以下の計算による。

① 時間額= 基準給 ■ 月平均所定労働時間
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② 日 額= 時間額 × 1日 の所定労働時間

2,月 平均所定労働時間とは、月平均所定労働日数に 1日 の所定労働時間を乗じた時間とし、原則、

月平均所定労働日数は、20。 25日 とする。

第 10条  (基準給の決定)

基準給は、基礎賃金・職能給・役割給で構成され、職員の能力、経験、技能および職務内容な

どを考慮 し、別紙に基づき各人ごとに決定する。

第 11条  (給与の見直し)

給与の見直しは、毎年 4月 に勤務態度、勤務成績、経験、貢献度等の総合評価に基づき各人ご

とに決定し、当月分から見直す。

ただし、本団体の財政状況等の事情により、見直しをしないことがある。

第 12条  (扶養手当)

扶養手当は、家族を扶養している職員に対して、以下のとおり支給する。

① 配偶者              15,000円
② 18歳に達する月の年度末までの子  5,000円

③ 両親 (1人あたり)        5,000円
2,扶養していることの判断は、税法上等の扶養家族を基準とする。

第 13条  (住宅手当)

住宅手当は、賃借料または、持家購入において住宅ローンを支払う職員に対して、以下のとお

り支給する。

① 扶養家族 (税法上)がいる場合    20,000円

② 扶養家族 (税法上)がいない場合   17,500円

第 14条  (通勤手当)

通勤手当は、通勤のために要する運賃について、最も経済的で合理的と認められる経路および

方法により、所得税法の非課税限度を限度に実費相当額を支給する。

2,原則として、3ケ月定期代を通勤手当として支給する。但し、正当な理由がある場合は、実費

を支給することがある。

3,正当な理由がある場合を除き、勤務地より自宅までが直線距離で l km以 内の距離の場合は支給

しない。

第 15条  (割増手当)

法定労働時間を超えて労働 した場合には時間外勤務手当を、法定休 日に労働 した場合には休 日

勤務手当を、深夜 (22:00～ 翌 5:00)に労働 した場合には深夜勤務手当を、それぞれ以下の計

算により支給する。
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① 時間外勤務手当 = 時間額 × 1.25 × 時間外勤務時間

② 休日勤務手当 = 時間額 × 1.35 × 休日勤務時間

③ 深夜勤務手当 = 時間額 × 0.25 × 深夜勤務時間

2, 法定労働時間を超えて労働した時間、または法定休日に労働 した時間が深夜におよぶ場合は、

時間外勤務手当または休日勤務手当に加えて深夜勤務手当を支給する。

3,法定休日の労働とは、職員就業規則第 17条第 1項に定める休日における労働である。

4,lヶ月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に 1時間

未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を 1時間に切り

上げる。

第 16条  (イ ンセンティブ手当)

割増賃金の総額が、インセンティブ手当基準額を超えないときは、以下の計算によリインセン

ティブ手当を支給する。

インセンティブ手当 = インセンティブ手当基準額 一 割増手当

2,イ ンセンティブ手当基準額は、以下計算による。

インセンティブ手当基準額 = 時間額 × 1.25 × 10時間

第 17条  (改廃 )

本規程を改廃する場合は職員の代表意見を聞き、理事会の承認で決定する。

付 則

2010年 4月 1日 施行

2013年 2月 1日 改定 (独立規程化 )

2015年 4月 1日  改定 (組織変更に伴い第 12条 (管理職手当)の当該役職を

次の様に読み替える。「マネージャー手当」を「部長手当」、「アシスタ

ン ト・マネージヤー手当」を「リーダー手当」)

2018年 4月 1日 改定

2021年 4月 1日  改定 (時間外労働の 1時間未満の取扱)
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別紙

1.基礎賃金 174,000円

※厚生労働省指定の最低賃金を勘案 して支給する。

※1,074円 /時×8時間×20.25日 (2019年 10月 :1,013円 /時 )

2.職能給

資格等級 職能給

G4

（
６ 158,800

９

“ 154,800

１

エ 150,700

G3

Ｑ
） 146,700

只

） 142,600

７

・ 138,600

ハ
０ 134,500

ｒ
Ｏ 130,500

4 126,400

（
６ 122,400

2 118,300

１
■ 114,300

G2

10 98,100

Ｑ

）
94,000

8 90,000

７

・ 85,900

´
０ 81,900

ｒ
Э 73,800

4 69,700

（
６ 65,700

つ

“ 61,600

１

■ 57,600

3.役割給

資格等級 職能給

Gl

15 34,900

14 33,300

13 31,600

12 30,000

11 28,400

10 26,000

Ｑ

）
24,300

8 22,
＾
Ｕ

ハ
Ｕ

７
‥

７

〓 21,100

ハリ 19,500

ｒ
Ｄ 17,100

4 15,400

（
Ｊ 13,800

2 12,200

１

■ 10,600

0 9,000

役割等級 役職 役割給

Y5 事務局長 90,000

Y4 事務局次長 87,500

Y3 部長 85,000

Y2 副部長 82,500

Yl v -ts- 42,500

な し な し
ハ
Ｕ
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別紙 1(役務の提供)

取引先の氏名等
法人 との

関係
住所又は所在地

役務の提供

年 月 日
対価の額 (円 ) 役務の提供の内容等

2020年 5月 27日 374,000 システム改修費

2020年 5月 27日 20,625 システム改修費

2020年 10月 1日 ～

2021年 3月 31日
1,750,882 v2l )v!-tr-f:l5t}Au.

2020年 9月 18日 84,000 植木剪定作業料支払い

2020年 4月 1日 ～

2021年 3月 31日
396,000 弁護士顧問料支払い

2020年 9月 30日 30,000 講演謝礼受取 り

2020年 12月 31日 20,000 講演謝礼受取り

2020年 12月 31日 20,000 講演謝礼受取り



別紙 2

7 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びに
そ 日

実  施  日 使 途 金   額 (円 )

2020/4/20

2020/4/20

2020/5/20

2020/5/20

2020/5/29

スリランカスポンサーシップ 3月 分

国際職員 2名分 3月 分給与 。手当

スリランカスポンサーシップ 4月 分

国際職員 2名 分 4月 分給与・手当

フィリピン スポンサーシップ 支援事業費

1,027,200

988,800

15,841,000

2020/6/19

2020/6/19

2020/7/20

2020/7/20

2020/7/20

スリランカスポンサーシップ 5月 分

国際職員 2名分 5月 分給与・手当

スリランカスポンサーシップ 6月 分

国際職員 2名分 6月 分給与・手当

フィリピン スポンサーシップ 支援事業費

1,011,200

1,008,000

22,791,300

945,904

982,400

1,294,303

1,020,800

2020/7/20

2020/8/20

2020/8/20

2020/8/20

2020/9/18

2020/9/18

2020/10/20

2020/10/20

2020/10/28

2020/10/30

フィリピン 地域開発支援事業費

スリランカスポンサーシップ 7月 分

国際職員 2名分 7月 分給与 。手当

アライアンス分担金

スリランカスポンサーシップ 8月 分

国際職員 2名分 8月 分給与 。手当

スリランカスポンサーシップ 9月 分

国際職員 2名 分 9月 分給与・手当

ベ トナム 母子保健事業費

フィリピン スポンサーシップ 支援事業費

976,000

738,220

16,896,000

2020/10/30

2020/11/20

2020/11/20

2020/12/7

2020/12/18

フィリピン 地域開発支援事業費

スリランカスポンサーシップ 10月 分

国際職員 2名分 10月 分給与 。手当

ネパール 支援事業費

スリランカスポンサーシップ 11月 分

615,192

979,200

7,042,370

946,400

2020/12/18

2020/12/18

2020/12/28

2021/1/20

2021/1/26

国際職員 2名 分 11月 分給与 。手当

国際職員 2名分 賞与

アライアンス分担金

国際職員 2名分 12月 分給与・手当

スリランカスポンサーシップ 12月 分

1,177,992

1,007,200



実 施  日 使 途 金  額 (円 )

2021/2/19

2021/2/19

2021/2/19

2021/2/19

2021/2/19

スリランカスポンサーシップ 1月分

国際職員 2名分 1月 分給与・手当

フィリピン 現地調査連絡費

フィリピン スポンサーシップ 支援事業費

フィリピン 地域開発支援事業費

974,400

6,761,285

31,504339

1,437,936

202」01ν10 ネパール 地域開発支援事業費
9,033,775

2021ノ03/10 ネパール 事務所運営費
2,191,600

2021/3/19 スリランカスポンサーシップ 2月分 958,400

2021/3/19 国際職員2名分 2月 分給与 0手当



法人名 特定非営利活動法人 チャイル ド・ファンド・ジャパン チェック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

○

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

C主 2)

各欄の人数等は、第3表付表1「役員の状況」から転記してください。

③及び〕こついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してくださしヽ

ロ

項  目 最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合
最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグノレープの人数

役員数

(②÷③

① ② ③ ④
区 分

③
20"年 4月 1日～

2021年 3月 31日 9人 0人 0% 2人

⑮ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人

割 合

(④÷③

⑤

22.2%

%

◎

①

◎

①

年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

% 人 %

% 人 %

% 人 %

年 月 日～ 年 月 日
人 人

年 月 日～ 年 月 日
人 人

年 月 日～ 年 月 日
人 人

申 請 時
人 人 % 人 %

各社員の表決権が平等である ④ ⑮ ◎ ③ ◎

上記を証する書類の名称とその内容等

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表) (初葉)

園轟雪
=団・ 認定基準等チェック表 (第 3賞)は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類 (役員菊□鴨懸響等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。



ハ

項 曰 ④ ⑮ ◎ ③ ◎ ①

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行つている

緬b
ヽ■

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

項
日
【 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有① 有 。無 有 。無 有 。無 有 。無 有・無 有 。無

第3表 (次葉)

(注意苺珂D
認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬朗曜等提出:劉Dに記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

エ 3

記 載 要 領項    目

区分欄の「④～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

イの各欄

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会員D第○条に『各正会員の表決権は、

平等なものとする』と規定」のように記載します。

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

①  「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「1塾IⅥ

に「○」t′た場合には監査証明書を添

付堕てくださし〕2_

②  「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行っている」の「墜壼」に「Ω上

1ィた盟企1三 :1重L_隻 L塁墜菫:L量2L_l陽園阻

盤
`2」

埋塁」_」と重墜LL」丞」LL`≦ 1≦_ど豊

注 意 事 項

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「①」については、イに講 る各期

間 (「④」から「①」)を示したものです。

,r\a41ffi

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「①」については、イに記載する各期

二の各欄

間 (「③」から )を示したものです。

記載要領の補足

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。

法人名 (黎言舌)チャイルド・ファンド・シンハ
°
ン ④ ⑮ ◎ ③ ◎ ① 申 請  時

役 員  数 9人 人 人 人 人 人 人

(1)最も人数が多い「親族等」のグルー

プの人数
0人 人 人 人 人 人 人

(2)最も人数が多い「特定の法人の役員

又は使用人である者並びにこれ らの

者の親族等」のグループの人数

2人 人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

氏  名 住  所 職名 続柄等 就任・退任

年月日
④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

2018年 6月 17日 就任

長山 信夫 理事 ○

理事 ○
2013年 10月 11日 就任

福嶋 美佐子

理事 ○
2005年 3月 7日 就任

原島 博

2012年 6月 1日 就任

小澤 淳一 理事 ○

理事 ○
2018年 2月 9日就任

鷲見 ノヽ重子

理事 ○
2018年 6月 17日 就任

高橋 潤

理事 ○
2018年 6月 17日 就任

岡田 昭人

2013年 10月 11日 就任

脇屋 元 監事 ○

監事 ○
2018年 6月 17日 就任

向山 功



法人名 特定非営利活動法人 チャイル ド・ファンド・ジャパン

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳
会計ソフト (会計王)使用

ルーズリーフ
lヶ月ごと 10年

振替伝票 会計ソフト (会計王)使用

ルーズリーフ
都度 10年

寄附金入金伝票

データベース管理ソフト(ア

クセス)使用

ルーズリーフ

毎 日 10年

10年

10年

小口現金出納伝票

固定資産台帳

仕訳日記帳

エクセル使用

ルーズリーフ
lヶ月ごと

会計ソフト (会計王)使用

ノンーズリーフ
1年ごと

会計ソフト (会計王)使用

ルーズリーフ
lヶ月ごと 10年

10年補助元帳

賃金台帳

会計ソフト (会計王)使用

ルーズリーフ
lヶ月ごと

給与ソフト(弥生給与)使用

ノレーズリーフ
lヶ月ごと 7年

10年■i』balance(ネパール事務所試算表)

エクセル使用

ノレーズリーフ
都度

書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表 2

(記載|ヨD
・ 「伝票又は帳簿名」欄は、例えば「入金伝票し、「出金伝票」、「振劃1琵瓢、「現金出納帳」、「総勘定元帳」などのように記載します。

・ 「左の帳簿等の形態」欄は、「単栗し、「ルーズリーフ」、「装丁帳簿」などのように記載します。

・ 「記帳の時期」欄は、:礎時」、「毎日」、「一週間ごと」のように記載します。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第1項:理:づく1謗](役員報雌熙景霰出1書Dに鐵 した内割こ変更

がないときは、添付を省略することができます。



法人名 特定非営利活動法人 チャイル ド・ファンド・ジャパン チェック欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと
○

口 役員等に対し報酬又Iま給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法

人と当法人との間の資産の議度等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当

法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う

者、上記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上

であること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

申南郭寺◎ ① ◎ ①目項 ③ ⑮

有 ・ 無 有 ・ 無有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無
宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者

を教化育成する活動
有・□

有 ・ 無 有 。無有 ・ 無 有 。無 有 。無有。□ 有 。無
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ

に反対する活動

有 。無 有 。無 有 ・ 無有。国 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに

反対する活動

コ

項 目 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申南郭寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他

役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供

与の有無

有。□ 有・無 有 。無 有・無 有・無 有・無 有・無

有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は賀員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の禾ll益の供

与の有無

有・□ 有 。無 有 。無 有。無 有 。無 有 。無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の禾I協Eの供与の有無
有・□ 有 。無 有・無 有・無 有 。無 有 。無 有・無

有・無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の 有。□
有無

有・無 有・無 有・無 有・無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (初葉)

(潤嵌譴ヨ誨D
・ 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 (ハ及び二)の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第騒条第 1項に基づく書類 (役員封□儀見程等提出書類)に記載した事項につい

て、添付を省略することができます。



法人名 特定非営利活動法人 チャイル ド・ファンドロジヤパン チェック欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事

項等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する1眼110ノ嘴眼|:D等がある場合に|ま その細則 個メ嚇隕:D等を添付してくださしヽ

同  意

しない

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸惜対照陵、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した書iD

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

□

イ

ハ

ホ

前寺うど二1度IC)`疑員幸暇習I又l測戯員滑海・σ)支給に関する規程

次の事項を調載した書類

① 収益の源味別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

。 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。)の略 並びにその寄附金の額及晰 月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当雄 に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途強岱こその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

○

書式第13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 5表)

(注意苺珂D
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添付する必要

があります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定非営利活動法人 チャイル ド・ファンドロジヤパン

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表 )

∝意事曰

・ 法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)

は、記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第

55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出■朕Dに記載した事項について、改めて配載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

④ ⑮ ◎ ③ ◎ ①

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

○

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又|ゴ尋ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第
"条

第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。

③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 有 ・ 無 有 。 無 有 0無 有 ・ 無 有 。 無 有 0無

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期間が経過し

ていること

チェック欄

事業年度 月  日 月  日 設立年月日 年  月 日



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人 チャイル ド・ファンド・ジヤパン チェッタ欄

○は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消され
た場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特

例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防lL法に違反したことにより、若しくは刑法 204条等 伽 )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に連反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等 健2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

:起」!ヨ皿認畦塾璽:壺:壁望!堕聖[塵]質:Ω亜菫並≧匪割:日:」:墨重1壁塁:鰹理:医:量:壼二重:」塵塁塁!立上重回墜副翌圧豊」ヱ聾24上_並型:

1三塁]目壁首曼道』□巳盈Ш壷2里』」旦ェ区堕」国L屋金二重望Ll墾量旦コL」日E自由』四墜」凶二塁る型』壁」証里月□□墜:≧墨生立」幽型塁生空」」」菫」L)。
5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

3

ら 次のし

している法人

る法人

役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定非営禾I活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利満鉗去ノuW待例i認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定

特定非営利活動法人又は当劾 厠定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年をi経過しなしヽ者の
'有

i無

有 □
ヒ」

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から

5年を経過しなし嗜・の有無
有

特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第 204条等若しくは暴力行為等処罰法の:罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなった日から5年を経過しない者の有無

有 □

暴力団の構成員等の有無 有 。国

（Ｚ 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 Eu r .lw ri

Ｒ

） 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 は い ・

5 国税に係る1重加算税又は地方税に係る重カロ算‐金を課された日から3年を経過しない法人

０́ 次のいずれ力ヽ こ該当する法人

暴力団 は い ・

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 は い
。

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
いいえは い ・

瀞
議

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上聾4に係るI亜整菫奎量塁笠から交付を受けた納税証明書

_[笙⊆≧」L上」墾型」笙」藝墜塁塁塁亘』壁』壁奎奎Zヒ

`笙

口雲璽[コL聾塾L型≧望菫菫」盪量生2望LttE壼堕堕≧墜1区こ」壁』囲璽:週匿菫壁壺」
=]菫

登二生____

(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る評発鵜コ明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要


